
・前回調査に比べ、保護者や地域住民による学校関係者評価の実施率が上昇。
（国公私立合計：70.4％→83.9％、公立学校81.0％→93.7％）

・特に公立学校においては、９割超の学校が学校関係者評価を実施。

【学校関係者評価の実施】

学校評価等実施状況調査（平成23年度間） 結果概要

（１）調査概要
調査対象 ：全ての都道府県・市町村教育委員会及び全ての国公私立学校

（幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校）

調査基準日：平成23年度間（実績値） ※前回調査は平成20年度間（調査項目は一部共通）

（２）調査結果のポイント

・学校評価の効果に関する学校の認識を把握するため、５項目にわけて調査。
➀児童生徒の学力向上、➁児童生徒の生活態度の改善、➂学校運営の組織的・継続的改善、
➃保護者や地域住民等との連携協力、➄設置者による支援や条件整備等

・５項目中、効果実感の最も高い「学校運営の組織的・継続的改善」において、
効果があったと回答した学校は95.6％。

・一方で、このうち「大いに効果があった」との回答は16.3％に留まり、
学校評価の実効性を高めることが今後の課題。

【学校評価の効果】

※「学校運営の組織的・継続的改善」の値



・評価目標や評価項目は、学校がその課題に即し、適切な項目を設定することと
なっている。

・教育課程・学習指導は94.3％、生徒指導は83.4％の学校が評価項目として設定。

【学校評価の評価項目】

【学校関係者評価委員が評価にあたり行ったこと】

・学校関係者評価においては、学校関係者による主体的・能動的な評価活動が可能と
なるよう、十分な情報提供、学校の公開、意見交換等を行うことが重要。

・管理職との対話、学校行事や授業の参観に加え、学校関係者評価委員による
ｱﾝｹｰﾄ結果の分析や管理職以外の教職員や保護者との意見交換の取組も行われている。



【学校に関する情報の提供】

・学校評価の結果はもとより、学校運営の状況に関する情報の積極的な提供が重要。

・前回調査に比べ、 「学校のホームページを作成」が増え、約8割に。

・学校評価結果について、職員会議等で説明を行い共有した学校は９割、
改善の手立てを話し合う機会を設けた学校は約８割。

・評価結果を踏まえて改善策を話し合い、今後の目標設定や取組の改善につなげる
ことにより、学校運営のPDCAサイクルを機能させることが重要。

【学校評価結果の活用】

※自己評価の値









中学校区（ブロックコミュニティ）による学校関係者評価

◆小中連携を核として、児童・生徒を9年間通して校区の学校・家庭・地域で共に育てる中学
校区ブロックコミュニティ・スクールを導入。

◆併せて、中学校区学校関係者評価を導入。
中学校区において共通目標・課題（共通
評価項目）を設定し、その具現化に向け
た取組を共有するとともに、相互に評価。
評価結果に基づく改善策を話し合い、
次年度の共通目標や取組を検討。

◆中学校区学校関係者評価により、
学校・家庭・地域による具体的議論の場が
生まれ、各学校の自己評価・学校関係者
評価の充実にもつながっている。

※学校評価による学校運営改善等に関する
効果実感（「大いに効果があった」との
回答）が、全国平均より10％以上高い。

＜福岡県春日市＞

学校・家庭・地域による９年間を通した共育の推進
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学校関係者評価の充実と、わかりやすさを基本にした公表・報告

◆自己評価の結果を客観的に評価するため、学校運営協議会または学校評議員等による評価委員
会を設置。

◆学校関係者評価委員には、評価項目の検討、日常の教育活動への参画・支援、自己評価結果
に対する評価及び学校の改善に向けた支援策の検討など、年間を通じた評価活動への参画を
依頼。

◆教育委員会は、わかりやすいガイドラインやリーフレットの作成、学校関係者評価の評価者と
して意識を高め視点を明らかにするための研修会等を実施。
また、学校の魅力や課題が見えやすいよう、教育委員会が推奨する学校評価表を提示。

＜京都府京都市＞

学校評価の実効性を高める取組



＜岡山県矢掛町＞

専門評価（第三者評価）も踏まえ、次年度の重点・方針を決定

◆学校を支援するための専門評価という考え方のもと、「改善の方向性」に留まらず、「具体
的な改善策」を提示することを目指している。
小中学校の学校評価書と学校訪問による観察及びヒアリングを行い、その結果を報告書にま
とめて、学校及び教育委員会に提出。

◆学校運営協議会委員として各学校に関わっている有識者7人を、町内の他学校の専門委員と
し、専門評価を実施。

◆第三者評価の評価項目は共通6項目＋学校独自に希望する1項目＋「学校の総合的な状況」。
優れている点を○、改善が望まれる点を△として、文章による記述評価を行う。

⇒ 評価結果は管理職に手交され、
内容を説明・意見交換する機会
を設けることで、学校の組織的
取組の推進につなげている。

⇒ 個々の学校の取組を町内に
フィードバックするとともに、
教育委員会が教育行政を重点化
・効率化することにも有用。

自己評価

学校関係
者評価

第三者
評価

次年度の
重点・方針

＜東京都世田谷区（東玉川小学校）＞

◆学校運営協議会は学校と協働して当事者として教育活動にあたっているため、学校評価の対
象ととらえ、別途、学校関係者評価委員会を設置。

◆学校関係者評価委員の構成は、学識経験者（学校経営・学校教育心理学・教育工学が専門）
を委員長とし、この他に保護者、地域住民、元校長。

・学校公開、研究授業をはじめ、委員はいつ来校してもよい。
・委員会は年6回程度開催。自己評価の分析、アンケートの分析（経年比較やクロス集計等も
活用）、提言書の作成と校長・学校運営協議会会長への説明、学校改善計画の検討を行う。
・評価項目は、区教育委員会の定める共通項目＋学校独自項目。

⇒ 児童、保護者、地域住民、教職員の
生の声を聴くとともに、専門家の意見
を聴き、学校改善の質的な改善を担保。

⇒ 単なる評価や評論ではなく、どうした
ら学校を良くしていくことが出来るのか
という当事者としての参画意識をもって
活動し、学校経営上の「指導と評価」を
一本化。

学校関係者評価に専門家を加え、客観性・専門性を高めた評価を実施

学校評価の実効性を高める取組









 

教育振興基本計画（平成 25 年 6 月 14 日 閣議決定）（抄） 

 

４．絆づくりと活力あるコミュニティの形成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成果目標８（互助・共助による活力あるコミュニティの形成） 

 個々人の多様な学習活動の実施や参画を通じ、家庭や地域のネットワークを広げ、互助･

共助による活力あるコミュニティを形成する。 

 特に、学校や社会教育施設等を地域の振興・再生に貢献するコミュニティの中核として

位置付け、多様なネットワークや協働体制を整備し、個々人の地域社会への自律的な参画

を拡大する。 

【成果指標】 

＜初等中等教育・生涯学習関係＞ 

①全ての学校区において、学校支援地域本部など学校と地域が組織的に連携･協働す

る体制を構築 

②コミュニティ･スクールを全公立小･中学校の１割に拡大 

③住民等の地域社会への参画度合いの向上 

 ・地域の行事に参加している児童生徒の割合の増加 

・地域の学習や活動に参画する高齢者数の割合の増加 

 ・社会教育施設におけるボランティア登録者数の増加 

 ・学校支援・放課後等の活動の参画した地域住民等の数の増加 

④全ての学校、社会教育施設で運営状況の評価や情報提供を実施 

⑤全ての市区町村に総合型地域スポーツクラブを設置 

⑥家庭教育支援の充実 

 ・全ての小学校区で家庭教育に関する学習機会の確保や家庭教育支援チームによる相談

対応などの家庭教育支援を実施(家庭教育支援チーム数の増加) 

・家庭でのコミュニケーションの状況や子どもの基本的生活習慣の改善 

＜高等教育・生涯学習関係＞ 

①大学における地域企業や官公庁と連携した教育プログラムの実施数の増加 

②地域の企業等（同一県内企業又は地方公共団体）との共同研究数の増加 

③地域課題解決のための教育プログラム（短期プログラム，履修証明等）の増加 

④震災ボランティアを含めた地域における学生ボランティアに対する大学等の支援

状況の向上 

⑤地域に向けた公開講座数や大学開放(体育館，図書館等)の状況の向上 



 

 

 

＜５年間における具体的方策＞ 

基本施策２０ 絆づくりと活力あるコミュニティの形成に向けた学習環境・協働体制の整

備推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

２０－２ 地域とともにある学校づくりの推進 

・ 保護者や地域住民の力を学校運営に生かす「地域とともにある学校づくり」により，

子どもが抱える課題を地域ぐるみで解決する仕組みづくりや，質の高い学校教育の実

現を図る。このため，コミュニティ・スクール（学校運営協議会制度）の拡大や実効

性ある学校関係者評価の実施の促進，学校裁量権限拡大の促進などの取組を推進する。 

  あわせて，「地域とともにある学校づくり」に必要な学校マネジメント力の強化を

図るため，マネジメント力をもった管理職・教職員の育成と配置，地域連携のための

コーディネート機能や事務機能の強化等を促進する。 

  

【基本的考え方】 

○ 活力あるコミュニティが人々の学習を支え、生き抜く力をともに培い、人々の学

習がコミュニティを形成・活性化させるという好循環の確立に向けて、地域の教育

資源を結びつけ、学校や公民館等を拠点とした多様な人々のネットワーク･協働体

制を確立する必要がある。 

○ このため、全ての学校区において、学校と地域が連携･協働する体制が構築され

ることを目指し、社会全体で学校や子どもたちの活動を支援する取組や地域ととも

にある学校づくりを推進する。また、学校や公民館等の社会教育施設をはじめとす

る学びの場を核にした地域コミュニティの形成を目指した取組を推進する。さら

に、高等教育機関においても、地域の学びの場としての生涯学習機能の強化を推進

する。 



 

Ⅱ 四つの基本的方向性を支える環境整備 

＜５年間における具体的方策＞ 

基本施策２３ 現場重視の学校運営・地方教育行政の改革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

２３－２ 地域とともにある学校づくりの推進（基本施策２０－２の再掲） 

【基本的考え方】 

○ 教育委員会について、その責任体制を確立し、現場の問題に迅速かつ的確に対応

できるよう、抜本的な改革を行う。 

○ その際、基本施策２０に掲げた活力あるコミュニティ形成の観点も踏まえ、地域

の意見や力を学校運営に生かすとともに学校を地域活性化の拠点として位置付け、

学校のことは学校自身が地域住民や保護者の意向を踏まえ決定することや、政治的

中立性、継続性･安定性を引き続き確保すること、国の責任で全国的な教育の機会

均等と教育水準の維持向上を行うことに留意しつつ、より現場に近いところへと権

限を委譲する方向とする。まずは、コミュニティ･スクール（学校運営協議会制度）

の更なる普及促進を図るなど「地域とともにある学校づくり」や教育委員会の活性

化等の取組を推進する。 

○ あわせて、学校評価の推進とその結果に基づく学校運営の改善など、学校の組織

運営体制の確立に向けた積極的な取組を推進する。 



平成１９年の学校教育法及び同施行規則改正により規定。

【目的】
各学校が自らの教育活動等の成果や取組を不断に検証することにより、

①学校運営の組織的・継続的な改善を図ること、

②各学校が保護者や地域住民等に対し、適切に説明責任を果たし、その理解と協力
を得ること、

③学校に対する支援や条件整備等の充実につなげること

制度の概要

内容 法令上の位置づけ

自己評価 ○各学校の教職員が自ら行う評価

○実施の義務

○評価結果の設置者への

報告の義務

○公表の

義務

学校関係者評価

○保護者、地域住民等の学校関係

者が、自己評価の結果を踏まえて

行う評価

○実施の努力義務

○(実施した場合)評価結果
の設置者への報告の義務

○公表の

努力義務

第三者評価
○外部の専門家により、

専門的視点から行う評価

学校評価の現状 ～学校評価等実施状況調査（平成23年度間）から～

学 校 評 価 に つ い て

評価の
実施

評価結果の設
置者への報告

評価結果の
公表

自己評価 ９６．７％ ９６．７％ ８４．９％

学校関係者評価 ８３．９％ ９８．４％ ８３．９％

第三者評価 ５．１％ － －

（国公私立全体）

○各学校や設置者の取組の参考となるよう学校評価ガイドラインを策定(平成22年7月）。

○学校評価の充実・改善に関する調査研究を意欲ある教育委員会等に委託し、実践的な取組
例を取りまとめ、普及。（平成25年度：8教育委員会）

○中核となる教育委員会職員、学校の教職員、保護者や地域住民等の学校関係者評価委員
に対する研修を実施。（学校評価推進フォーラム等）

文部科学省の取組


